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   令和７年度諫早市地域クラブ活動支援費補助金交付要領  

 

１  目的  

  市は、少子化が進む中でも、将来にわたり本市の中学生がスポ

ーツ及び文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保し、もって生

徒の心身ともに健全な育成を図るため、予算の範囲内で諫早市地

域クラブ活動支援費補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ものとし、その交付については、諫早市補助金等交付規則（平成

１７年規則第５３号。以下「規則」という。）及びこの要領の定め

るところによる。  

２  定義  

  この要領における用語の意義は、次に定めるところによる。  

 (1) 地域クラブ  市内で活動し、スポーツ 又は文化芸術活動を通

じて生徒の健全育成を図る団体であって、諫早市地域クラブ認

定 制 度 に つ い て （ 令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日 付 け 学 校 教 育 課 長 通 知 ）

の規定に基づき諫早市地域クラブに認定されたものをいう。  

 (2) 地 域 移 行  学 校 が 主 体 と な っ て 行 っ て い る 学 校 部 活 動 の 指

導を地域クラブに移行することをいう。  

３  補助対象者  

  補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次に掲げる要件を満たす地域クラブとする。  

 (1) 諫 早 市 立 中 学 校 の 生 徒 に よ り 構 成 さ れ て い る 団 体 で あ る こ

と。  

 (2) 学校部活動が地域移行した団体（平日及び休日の全ての活動

が 移 行 し て い る も の に 限 る 。） 又 は 学 校 部 活 動 の 代 替 と し て 地

域住民等により組織された団体であること。  

 (3) 当 該 団 体 に 所 属 し て い る 生 徒 の 在 籍 校 に 当 該 ス ポ ー ツ 及 び

文化芸術活動の学校部活動がないこと。  

４  補助対象経費  

  補助金の交付の対象となる経費は、地域クラブの活動に要する
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経費（食糧費を除く。）とする。  

５  補助金の額  

  補助金の額は、１団体当たり５万円とする。  

６  補助金の交付申請  

  補助対象者は、諫早市地域クラブ活動支援費補助金交付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するもの

とする。  

 (1) 事業計画書  

 (2) 収支予算書  

 (3) その他市長が必要と認める書類  

７  補助金の申請期限  

  補助金の申請期限は、令和７年６月３０日とする。  

８  補助金の交付決定  

  市長は、６の規定による申請の内容が適正であると認めたとき

は、諫早市地域クラブ活動支援費補助金交付決定通知書（様式第

２号）により、補助対象者に通知するものとする。  

９  補助金の交付方法  

  補助金は、概算払いにより交付することができる。  

１０  補助金の請求  

  ８の規定による通知を受けた者は、諫早市地域クラブ活動支援

費補助金交付請求書（様式第３号）により、市長に対し補助金を

請求するものとする。  

１１  実績報告  

  規則第１４条の規定による実績報告書の提出期限は、補助対象

活動が終了した日から３０日を経過した日又は令和８年３月３１

日のいずれか早い日とし、実績報告書に添付すべき書類は、次の

とおりとする。  

 (1) 諫早市地域クラブ活動支援費補助金実績報告書（様式第４号） 

 (2) 事業報告書  

 (3) 収支決算書  
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 (4) その他市長が必要と認める書類  

１２  補助金の額の確定  

  市長は、１１の規定による実績報告書の提出を受けた場合にお

いて、当該報告に係る書類の審査を行った上で、交付決定の内容

に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するも

のとし、諫早市地域クラブ活動支援費補助金確定通知書（様式第

５号）により補助対象者に通知するものとする。  

１３  補助金の交付決定の取消及び返還  

  市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに

該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取

り消すことができる。この場合において既に補助金が交付されて

いるときは、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。  

 (1) 偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た と

き。  

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に補助金を交付するもの

としてふさわしくないと認めたとき。  

１４  その他  

 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  

 


